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◆令和２年５月策定

◆基本理念

『歩いて、乗って、住んでよし

「人」が主役の交通都市

～みんなでめざす交通まちづくり～』

◆基本方針１

様々なライフステージにおいて

安心・安全に移動でき、暮らせる

◆基本方針２

多様な交通手段により

だれもが快適に移動できる

◆基本方針３

魅力的なまちを支える

持続可能な交通環境をつくっていく

○板橋区交通政策基本計画について
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○板橋区交通政策基本計画について
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○板橋区交通政策基本計画について
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○板橋区交通政策基本計画改定準備について
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次期基本構想・
基本計画策定

策定

都市づくり
ビジョン改定

改定

交通政策
基本計画改定

改定準備 改定

◆国・都における上位計画・方針の策定について

◆板橋区における上位計画の策定・改定スケジュール予定

次期計画

次期計画

国土交通省 「第２次交通政策基本計画」（令和３年度～令和７年度）

東京都 「東京における地域公共交通の基本方針」（令和４年３月策定）

次期計画
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○板橋区交通政策基本計画改定準備について

・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（令和2年6月改正）

◆地域公共交通計画について

（地域公共交通計画）
第五条 地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町村に

あっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共
同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保
に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画（以下「地域公共交通計
画」という。）を作成するよう努めなければならない。

・地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（令和5年10月1日施行）

二 地域公共交通計画の作成に関する基本的な事項
１ 地域公共交通計画の記載事項
(1) 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生
に関する基本的な方針
地域が目指すべき将来像及びその骨格となる公共交通軸を具体的かつ即地的に定めると

ともに、その将来像の中で公共交 通 が果たすべき様々な役割を明確化した上で、公共交
通の活性化及び再生に向けた取組の方向性を定めることとする。～

「板橋区交通政策基本計画」に関しても、「地域公共交通計画」に準じた計画として改定を行う。
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令和７年 令和８年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

◆今後のスケジュール（案）

アンケート票作成

◆
配布

回収 整理・分析

本日

改定方針検討

改定作業
開始

○板橋区交通政策基本計画改定準備について

プロポーザル選定
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○板橋区交通政策基本計画改定準備について
◆計画策定時におけるアンケート調査票について（H30）

（主な調査項目）

・自動車免許、シルバーパスの保有について ・各交通手段における利用状況や満足度

・地域交通の維持・拡充のための費用負担について ・交通政策について区が積極的に取り組むべきもの
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